
【通報等の対応手続の流れ】 

通 報 者 

労働者（正社員、派遣労働者、ア

ルバイト、パートタイマーなどの他

公務員も含まれる。） 

通報・相談窓口 

総務課 

（電話：059－377－5651） 

主 管 課 

 

※町への通報・相談は、主管課

（ケース①）又は通報・相談窓口

（ケース②）で受け付けます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※通報等への対応についての意

見又は苦情は、通報・相談窓口で

受け付けます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 町が処分又は勧告等を 

 する権限を有しない場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 町が処分又は勧告等を 

 する権限を有しない場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ケース① 

主管課へ通報する 

連 絡 

ケース② 

通報・相談窓口へ通報する 
受 付 

他の行政機関を教示 

受 付 

通報者から事実の聴取 

他の行政機関を教示 

受理・不受理の通知 受理・不受理の回答 調査又は措置の検討 

受 理 

調 査 

調査結果に基づく措置 措置内容の回答 措置内容の通知 


